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国
民
年
金
で
は
、
所
得
が
少
な
く

保
険
料
が
納
付
困
難
な
場
合
、
一
定

の
基
準
で
納
付
を
免
除
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
免
除
申
請
を
す
る
と
、
本

人
・
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年

所
得
を
基
準
に
審
査
が
行
わ
れ
、
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た
は

半
額
の
納
付
が
免
除
に
。
引
き
続
き

納
付
困
難
な
場
合
は
、
七
月
以
降
に

免
除
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
に
は
平
成
十
四
年
中
の
所
得
の

申
告
が
必
要
で
す
。
必
ず
済
ま
せ
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
「
四
月
か
ら

翌
年
三
月
ま
で
」
の
免
除
承
認
期
間

が
、「
七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
」
に

変
更
。
十
四
年
度
に
限
っ
て
は
、「
四

月
か
ら
十
五
年
六
月
ま
で
」
と
さ
れ

ま
し
た
。

現
在
、
全
額
免
除
承
認
を
受
け
て

い
る
人
に
は
平
成
十
五
年
七
月
分
か

ら
九
月
分
の
全
額
納
付
書
が
、
半
額

免
除
承
認
を
受
け
て
い
る
人
に
は
四

月
分
か
ら
六
月
分
の
半
額
納
付
書

と
、
七
月
分
か
ら
九
月
分
の
全
額
納

付
書
が
、
四
月
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
免
除
申
請
に
つ

い
て
は
国
保
年
金
課
�
８
９
０
―
６

２
５
４
、
保
険
料
納
付
書
に
つ
い
て

は
前
橋
社
会
保
険
事
務
所
�
２
３
１

―
１
７
０
５
へ
。

二
十
歳
以
上
の
学
生
も
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
申
請
し
て

承
認
を
受
け
る
こ
と
で
、
学
生
期
間

中
の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
家
族
の
収
入
に
関
係
な

く
、
本
人
の
所
得
を
基
準
に
審
査
を

実
施
。
な
お
、
こ
の
猶
予
期
間
中
に

事
故
な
ど
で
障
害
を
負
っ
た
場
合
は
、

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
猶
予
を
受
け
た
期

間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
反
映
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
満
額
の
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

十
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

（
追
納
）
が
必
要
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。

老
齢
福
祉
年
金
証
書（
郵
便
局
で

年
金
を
受
け
る
と
き
の
緑
色
の
証
書
）

の
提
出
は
、
四
月
と
八
月
の
年
二
回
。

対
象
は
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
と
、
同
年
四
月
二

日
か
ら
大
正
五
年
四
月
一
日
ま
で
の

生
ま
れ
で
七
十
歳
（
障
害
等
級
一
・

二
級
該
当
者
は
六
十
五
歳
）
か
ら
支

給
を
受
け
て
い
る
人
で
す
。

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
者
は
、
四

月
期（
四
月
十
一
日
�
か
ら
支
給
）の

年
金
を
受
領
後
四
月
十
八
日
�
ま
で

に
、
証
書
を
郵
便
局
に
あ
る
封
筒（
切

手
不
要
）
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
た
証
書
は
、
八
月
期
の
年

金
額
を
記
入
し
て
八
月
上
旬
に
返
送
。

証
書
の
提
出
が
な
い
と
八
月
期
の
年

金
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。

□
公
園
の
変
更
と
追
加

本
紙
１
月
１
日
号
20
�
で
お
知
ら

せ
し
た
都
市
計
画
公
園
の
変
更
案
が
、

二
月
二
十
八
日
付
で
表
１
の
と
お
り

決
ま
り
ま
し
た
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
都
市
計
画
課
�

８
９
０
―
６
９
４
８
へ
。

□
区
域
区
分
（
線
引
き
）・
用
途
地
域

な
ど
の
変
更

本
紙
10
月
15
日
号
２
�
と
12
月
１

日
号
24
�
に
掲
載
し
た
都
市
計
画
案

が
、
二
月
二
十
八
日
付
で
表
２
の
と

お
り
決
定
し
ま
し
た
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
９
４
４
へ
。

保
険
料
の
免
除

期
間
な
ど
が
変
更
に

学
生
の
納
付
猶
予

希
望
者
は
申
請
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

老
齢
福
祉
年
金
証
書

公
園
の
変
更
な
ど

都
市
計
画
案
決
ま
る

前橋けいりん

4／12・13・14

4／15（場外）

4／17・18・19・20（場外）

利根川西岸にも駐車場があり
ますので、ご利用ください。

開催日
チｬメットくん

みんなの憩いの場です

表１ 都市計画公園の変更
公園の変更

名称 位置 面積（ha）
南町公園 南町一丁目、二丁目 3.8
公園の追加

名称 位置 面積（ha）
下川中央公園

下川町

0.82
下川西公園

0.1
下川さくら公園
下川東公園 0.2
ペパーミント公園

新堀町
0.12

ラベンダー公園 0.1
表２ 区域区分（線引き）・用途地域などの変更
区域区分（線引き）の変更
地区名

下川地区

面積（ha）

41.7

用途地域
第一種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

備考
下川町の全域およ
び新堀町の一部

元総社蒼海地区 2.9 第一種住居地域 元総社町の一部

下大島東地区 16.5 第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域

下大島町および
小屋原町の一部

用途地域の変更
地区名 変更前 変更後 面積(ha)

無指定 第一種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 41.7

無指定 第一種住居地域 2.9

無指定
第一種中高層住居専用地域
準工業地域

第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域

20.5

下川地区

元総社蒼海地区

下大島東地区

地区計画の決定および変更
地区名 面積(ha) 位置 備考

下川地区地区計画 41.7 下川町の全域および新堀町の一部 決定
下大島東地区地区計画 23.3 下大島町および小屋原町の一部

変更
上細井住宅団地地区計画 6.6 上細井町および龍蔵寺町の各一部
富田地区地区計画 70.1 富田町、堤町、江木町の各一部
中内地区地区計画
土地区画整理事業の施行区域の変更

名称 変更前面積 変更後面積
元総社蒼海土地区画整理事業 約71.0ha 約74.1ha

3.3 中内町の一部


